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第５６回岩手県国土利用計画審議会会議録 

 

 

日 時  平成 25 年 1 月 28 日（月） 

                         午後 1時 30 分～午後 4時 00 分 

場 所  岩手県民会館 4階 第 1会議室 

 

出席委員 

 市 原 裕 子 委員 岩手森林インストラクター 

 伊 藤 悦 子 委員  岩手県農業農村指導士協会副会長 

 井良沢 道 也 委員  岩手大学農学部教授 

 熊 谷 富民子 委員  JA 岩手県女性組織協議会会長 

 坂 本 ゆ り 委員 岩手県教育委員会委員 

 庄 司 知恵子 委員 岩手県立大学社会福祉学部講師 

髙  橋  早  弓 委員   岩手県森林・林業会議理事  

 豊 島 正 幸 委員 岩手県立大学総合政策学部長 

長 澤 由喜子 委員  岩手大学教育学部長 

服 部 幸 司 委員  不動産鑑定士 

南   正 昭 委員  岩手大学工学部教授 

山 添 勝 寛 委員  株式会社岩手日報社専務取締役総務局長 

山 本 賢 一 委員  岩手県町村会理事（軽米町長） 

若 生 和 江 委員  岩手県環境アドバイザー 

（五十音順） 

１ 開  会                                     

[事務局] （及川主幹兼環境影響評価・土地利用担当課長） 

 定刻になりましたので、第 56 回岩手県国土利用計画審議会を開会いたします。本日はお

忙しい中、当審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。暫時進行役を

務めます、環境保全課土地利用担当課長の及川と申します。 

まず、会議の成立についてでございますが、現在、委員総数 17 名中 13 名の委員にご出

席いただいておりまして、半数以上の出席がされております。国土利用計画審議会条例第

６条第２項の規定に基づきまして、本審議会は成立していることをご報告いたします。な

お、井良沢委員におかれましては、所用により遅れ、午後３時頃到着との連絡がありまし

たのでご報告いたします。 

 また、本日の審議会につきましては、「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づきま

して、従来どおり公開で進めることとしますのでご了承願います。 
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２ 挨  拶                                   

[事務局] (及川主幹) 

 それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

 はじめに、工藤環境生活部長から挨拶を申し上げます。 

 

[事務局] (工藤環境生活部長) 

 (挨拶) 

 

３ 新任委員紹介                                 

[事務局] (及川主幹) 

 続きまして、新任委員のご紹介をしたいと思います。本日出席されている委員のうち新

任の委員といたしまして、２名の委員にご就任いただいておりますので、名簿によりまし

てご紹介いたします。 

 最初に土地分野で、盛岡市で不動産鑑定士をされております、服部幸司委員でございま

す。前任の清水幹夫委員の後任でございまして、昨年の４月１日付けで就任いただいてお

ります。次に、地方行政分野で、岩手県町村会理事で、軽米町長の山本賢一委員でござい

ます。前任の岩部茂委員の後任で昨年７月３日付けでご就任いただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 ここで、恐れ入りますが工藤部長においては、所用のため退席させていただきますので

ご了承願います。 

それでは４番の報告事項に入ります前に、配付しております資料の確認をさせていただ

きます。まず最初に、本日お手元に、知事から豊島会長あての「岩手県土地利用基本計画

変更の諮問について」の写しを配付しております。また先週、委員の皆様に郵送で資料を

送付しておりましたが、その中身についても確認させていただきます。 

 (事前送付資料確認) 

 配布漏れとか添付漏れはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

４ 報告事項                                    

土地利用区分別面積の推移について 

[事務局] (及川主幹) 

それでは４番の報告事項に入らせていただきます。 

 議事の進行につきましては、当審議会条例第４条第２項の規定によりまして会長が務め

ることとされております。報告事項も本日の議事に関係がございますので、以後の進行に

つきましては豊島会長にお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。 

 

[豊島会長] 
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 豊島と申します。 

 皆さま、ご案内のとおり、土地利用に関しては岩手県の県土を５つの地域に分けており

ます。農業地域、それから森林地域、都市地域、自然公園地域、自然保全地域。これらを

これから整備していく方向性を示しているものであります。これが土地利用の変化の大枠

を決めております。 

ただ、現状においていろいろな案件が出てまいります。例えば、都市地域の中で農地を

宅地にしたい、これはこれでこの審議会で諮るものではありませんが、都市地域の範囲を

超えて隣の農業地域のほうに都市的土地利用が計画されるというような場合には、この都

市地域の範囲、面積が変わってまいります。そういった時にこの審議会で審議して都市地

域をこの部分、はみ出してさらに拡大してよろしいかどうか、そういったことが審議され

る場であります。 

 それにはいろいろな方面から、ご検討いただく必要がありまして、多様な分野の皆様に

お集まりいただいております。どうぞそれぞれの分野、お立場から活発なご意見を頂戴し

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、審議会運営規程第５条第２項の規定に基づきまして、会議録の署名委員

を私から指名させていただきます。これまで五十音順にお願いしておりまして、順番とし

て熊谷委員と庄司委員にこの度はお願いしたいと思いますが、よろしいですか。それでは

お願いいたします。 

 それでは、最初に報告事項に入ります。「土地利用区分別面積の推移について」です。実

はこれまでの報告事項は議事の後につけておりましたが、この度、議事の前にこのことを

報告していただく方がよろしいかと私が判断いたしまして、この順番になりました。それ

では事務局から説明をお願いします。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

(土地利用区分別面積の推移について説明) 

 

[豊島会長] 

 はい、ありがとうございました。ただいま、土地利用区分別の面積の推移についてご説

明をいただきました。先ほど私が申し上げました、農業地域、都市地域というあのくくり

のことではなくて、実際の農地がどう変化していますか、それから宅地がどう変化してい

ますか、これについては平成 29 年度を目標年次として、私たちはこの数値を据えておりま

す。そこに向かって著しく悪い方向にいってはいないかどうか、その点をチェックしてい

ただきたいと思います。 

さらにまた、変化の要因について事務局への質問がありましたらお出しいただきたいと

思います。いかがでしょうか。ご質問、何かこの変化について腑に落ちないというような

ところはございませんか。農用地、それから森林、宅地、水面、河川、水路、道路など、
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そういったところ。はい、どうぞ。 

 

[若生委員] 

 先ほどの説明の中でちょっと１つお伺いしたいところがあるのですが、２ページの道路

の件ですが、道路の予定よりは着工数というか道路の面積が減っていて、しかもその中で

市町村道の面積が減少しているということでしたが、その理由はどういう理由かはお分か

りですか。 

 

[事務局] (及川主幹) 

 これは憶測でございますが、おそらく過去に公共事業の削減等がございまして、これは

市町村道に限らず国道ですとか県道とかも入っておりますが、そういったのも１つの要因

ではないかと思います。今日は道路担当課の詳しい者がこちらに来ておりませんので、申

し訳ございません。 

 

[若生委員] 

 私もそのような理由ではないかなと思うのですが、やはり新しい道路を作るだけではな

くて、補修の予算も市町村でかなり厳しくなっていて、できていた計画どおりにずっと上

っていくものなのか、計画は立てたけれども現状を見て途中で見直しとかしていって、そ

んなに直線のように上がっていかなくても、現状、人口、市町村の経済状況等を見てやむ

を得ないと見るのかという見直しをしていくというのが道路に対しても出てきているので

はないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

[事務局] (及川主幹) 

 昨年の会議でも質問があったのですが、この計画については平成 20 年にこの目標を定め

て当面 10 年で平成 29 年の目標年次を立てて、それぞれの目標面積を作っておりますので、

平成 20 年に作った第四次計画の中に、概ね５年後にその時の社会情勢とかいろいろな要素

で見直しをするということが謳われておりまして、この後説明いたします、震災によって

沿岸部の土地利用計画も変わってきておりますので、その点も含めて見直しをする際には

検討してまいりたいと思います。 

 

[豊島会長] 

 はい。他に、どうぞ。 

 

[坂本委員] 

 今もご説明があったと思うのですが、２ページの右側の原野のところで、平成 17 年から

平成 21 年まではほぼ横ばいで推移しましたけれども、2010 年の世界農林業センサスによ
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りとあるのですが、この世界農林業センサスというのをもうちょっと詳しく知りたいなと

思います。 

 

[豊島会長] 

 事務局からお答え願います。農林業センサスという資料がどういうところで取りまとめ

られていて、どういうことが載っているのかということでよろしいですかね。 

 

[坂本委員] 

 はい。世界的なことなのかなと。 

 

[豊島会長] 

 世界農林とはなっておりますけれども、現況はしっかりと統計数値が出ているというこ

とで、世界共通の指標で作っているものですか。 

 

[事務局] (森林整備課 菊池主任主査) 

 森林整備課の菊池と申します。手元に資料を持ってきていないので、簡単になりますけ

れども、農林業センサスについて、お話したいと思います。 

 世界農林業センサスというのは、10 年に１度、農林水産省で詳細な調査を実施している

ものでして、一番最近のものは 2010 年です。途中経過で 5 年目に 1 回調査を入れているの

ですが、それを公表しているものです。世界とは書いてあるのですが、日本国内の農林業

に従事している方ですとか、農林業事業体の方の調査ですとか、実際に農林業に従事して

いる方の動向を調査しているものになってございます。 

 

[坂本委員] 

 それはつまり、今までのこの部分ではなくて急激に増えていますよね。これを森林以外

の草生地の増加に伴い大きく増加したとありますよね。それまでは森林に入れていなかっ

た草地を入れたからということですか、急激に増えたというのは。 

 

[豊島会長] 

 私の記憶では、原野とか採草地とかいう定義が比較的曖昧なんですね。それで、ある時

点で、定義がこれはこっちにしましょうと変わったと記憶しておりますが、実態はこのよ

うに大きく変動したということではなくて、統計上のことと記憶してますが、そんな理解

でよろしいですか。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

 森林以外の草生地も含めております。 
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[坂本委員] 

 そうですね、そういうことですよね、森林以外もね。今まで森林はこれという定義だっ

たのが、このことにより草地や何かもそれに入るのだということで増えたというわけです

ね、この年次に。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

 定義がと言いますよりは、その森林以外の草生地として、それまでも同じ定義であった

ものの、面積が増加したということでございます。 

 

[豊島会長] 

 実態が増加した、実態として森林以外の草生地が増加したということですか。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

 はい。 

 

[豊島会長] 

それでは私の先ほどの説明は取り消しいたします。でも定義が変わったことはありまし

たよね、過去に原野などについて。 

 

[坂本委員] 

 この資料の後のほうに、森林の定義というのが木と竹というものがあるところを森林と

すると書いてありますよね。だからそれ以外にも草地というか原野が、それまで入らなか

ったのが入ったから増えたということですよね。急に突然降って沸いて土地が増えるわけ

ないですから、それのルールが変わってこのようになったのですよね。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

 失礼いたします。数字自体が増えております。 

 

[坂本委員] 

 そうですね、増えたのですよね。 

 

[豊島会長] 

 数字は増えていますけれど、定義が変わって増えたのかどうかということですけれども。 

 

[坂本委員] 
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 あまりに極端に増えているからね。 

 

[事務局] (柾屋主事) 

 はい。2000 年のものと 2010 年のもので定義は変わっておりません。 

 

[豊島会長] 

そうですか。 

 

[坂本委員] 

 不思議ですね、手品みたいですね。では、後でまたわかったら教えてください。 

 

[豊島会長] 

そうすると、ここは森林と今までしてきたけれども、森林以外の草地にしたというよう

な判定も含むのですかね。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 環境保全課の佐藤でございます。いずれ、大きくこのような増加になっておりますので、

定義が変わってなのかも含めてですね、詳細のところは後ほど委員皆様にご報告、お送り

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

[坂本委員] 

 ありがとうございます。 

 

[豊島会長] 

もし定義自体が変わったという事実があるならば、この目標とする緑色の線についても

おそらく考慮されないといけませんね。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 はい。 

 

[豊島会長] 

はい、他にございませんか。この土地利用ごとの推移というのは、いろいろなお立場で

見ればいろいろな評価が出てくるものです。例えば、農業を守りたいというそのお立場で

見れば減少のラインを上回って減少傾向が比較的緩くなっているということは、このまま

続いていて欲しいなと思うでしょうし、そういったいろいろな見方ができますが、この目

標年次に向けたラインというのは、1 つの参考に見ていただきたいと思います。 
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[坂本委員] 

 熊谷委員さんが農業の立場から、酪農している方が突然やめられたり、それが牧草地が

原野になって増えたりするためではないかと、そういうこともあるわけですね。 

 

[豊島会長] 

先ほどのね、実態としてあったかもしれないということですね。そこも含めて、それで

は事務局でお調べください。 

では、この点については、これでよろしいでしょうか。 

 

５ 議  事                                    

[豊島会長] 

では続きまして、議事に移ります。知事から諮問されております、先ほどもご紹介のあ

りましたとおり、「岩手県土地利用基本計画（計画図）の変更について」ということで、諮

問を受けております。この件について事務局から説明をお願いします。 

 

[事務局] (鈴木主任、佐藤主査) 

(岩手県土地利用基本計画（計画図）の変更について) 

 

[豊島会長] 

はい、ありがとうございました。17 件の案件が出されております。それを数字的にまと

めたのが資料 No.１の１ページの表であります。それぞれの地域の増減が合計されてまとめ

られております。ざっとおさらいしますと、変化があったのが農業地域これが拡大 203、縮

小 44、正味 159ha の増加、それから森林地域については 36ha の減少ということでありま

す。これが先ほどの案件を合わせた場合の面積の変化であります。この数だけではこれが

良いか悪いかの判断はできません。実際に図面上でどこがどう変わるのか、様々な観点か

ら見て妥当なものであるのかどうか、そこのご意見を頂戴したいというところであります。 

３ページから個別の案件が整理されております。17 件ありますが、大きく見ますと３つ

のグループに分けられると思います。１つ目が１番から３番の案件であります。これまで

都市地域と農業地域、これが重複して設定されていた地域の中でそれぞれの目的で農業地

域から外すという措置を取るという案件であります。その結果、農業地域が減少するとい

うところであります。 

４番目の案件はもともと森林地域だったところを公共牧場の整備を図るということで、

農業地域へ編入するという案件であります。したがって農業地域が増えるというものであ

ります。 

５番目以降、これはいずれも森林地域が他の用途に開発されて森林でなくなっていると、
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この件については現況を反映するということで、これは良い悪いではなくて現況を反映す

るということで森林地域が減少するということになっております。多くが、農業的土地利

用のため農業地域が残るというようなことであります。いずれも５番目以降については、

林地開発許可を受けて現況が森林から他の用途になっているということであります。その

林地開発許可においては他の用途に土地改変なされたときに、環境に悪影響を及ばないよ

うな措置が講じられているかどうかなどが審査されて許可されているものであります。 

さて、それでは最初にこの３つのグループのうちの、１番から３番目、都市地域と農業

地域が重複した地域の中で、これらの用途のために農業地域から外したい、外さないとそ

れができていかないのですけれども、外すという案件についてまず１つ１つ検討してまい

りましょう。 

まず、１番目の案件の滝沢農業地域、これは小学校用地として造成したい。さらに隣接

するところでは既に宅地化が進んでいるところで、連続的な都市的土地利用がなされる所

のようでありますが、そこにおいてこのために農業地域から外すという案件、いかがでし

ょうか。図面などをご覧になりながらの質問、ご意見頂戴したいと思います。はい、どう

ぞ。 

 

[市原委員] 

すみません、ちょっとこの案件とか細かいことについてではないのですが、表の中の変

更部分の地目というのが森林と農用地と宅地とその他とここには４つ出てくるわけなので

すが、地目というのは、このように４つに分けるようになっているのでしょうか。 

その他のところに含まれるものがとても広い範囲のものなのかなと思ったものですから、

教えていただきたいと思います。 

 

[豊島会長] 

 変更部分の地目の現況、今どうなっているか、この地目の分け方について、ここに表記

されているのは、農用地、宅地、それから森林という表記がありますけれども、その他に

もカテゴリーとしてあるのでしょうかと、これが全てですかということでよろしいですか。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 今回の変更部分の地目は、農用地ですとか宅地、森林、その他に分類されておりますが、

他には原野や水面・河川・水路、道路などがございます。 

 

[市原委員] 

ありがとうございます。その他というのはどのような範囲のものなのでしょうか。ここ

にその他という、例えば整理番号の２番ですと、農用地と宅地とその他というのが出てく

るのですけれども、その他の所というのはどのような所を指しているのでしょうか。 
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[豊島会長] 

 具体的な土地利用のカテゴリーの中に、この他にも道路だったり、水面だったりそのよ

うなものがありますので、おそらくその辺りがこのその他に入っているのではないかと思

いますが、いかがでしょうね。この理解でよろしいでしょうか。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 はい。整理番号２に関しましては、ほかに学校用地が含まれております。元々は先ほど

お話しました農用地、宅地、森林、原野等以外のものをその他に分類することになってお

ります。また、面積が１ha に満たない場合もその他に含める取扱いにしております。 

 

[市原委員] 

わかりました。ありがとうございます。 

 

[豊島会長] 

 はい、ありがとうございます。それではその滝沢の案件、いかがでしょうか。何かこの

認めるにあたって支障がありますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

[南委員] 

 滝沢村による小学校の整備ということで、他の２件は両方とも民間による開発というこ

となのですけれども、滝沢村がこの民有地を取得していく話なのか、もともと滝沢村が持

っている土地でそれを小学校に利用するのか、そのあたりだけ教えていただけますか。 

 

[豊島会長] 

 いかがでしょうか。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 もともとは民有地でございまして、今回の計画の変更が行われた後に、土地の買収等の

手続が行われていくものでございます。 

 

[豊島会長] 

 私たちはその目処は立っていると理解してよろしいのですね、もう交渉は成立していて。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 小学校整備の計画が具体化したということで、今回、変更案件とさせていただいたもの

でございます。 
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[南委員] 

 その民有地を買って滝沢村が開発するということが、この表を見るととても大事なこと

だけれども、記載がたぶんどこにも出てこないのかなと思うのですけれど、それはそれで、

そういうものでよろしいのですか。公のところが民有地を買う場合、あるいは公の土地を

民間が開発する場合、民間が民有地を開発する場合があると思うのですが、この表の中で

はわからないのですが、この地域を変更していく時には重要なことのような気がするので

すが。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 はい、表としましてはこの形でございますので、おっしゃるところは気になるところと

言いますか大事なところだと思いますけれども、書くところではないということですが、

いずれ、やはりそういうところもご説明の中でご理解いただけるような形で今後もご説明

してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

 

[豊島会長] 

 ただいまのご指摘の中で、一番私が危惧するのは、先ほどちらっと申し上げましたけれ

ども、農業地域から外しました、ここで了承しました、それで村も具体的に小学校建設に

向けて所定の手続をやろうとしています。しかしながら、地権者が最後「うん」と言わな

くなったということで、この計画が棚上げされたりするようなことについては。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 この土地の関係の協議は内諾と言いますか進んでおるところでございまして、ご審議い

ただいてご了解いただいた後で、地権者から「駄目です」ということではございません。

そこは話が進んでおりますので大丈夫でございます。 

  

[豊島会長] 

 はい。地権者が民間の方の所有に係るもののときには、そのあたり一言、これからの審

議会では情報提供をお願いしたいと思います。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 はい、わかりました。 

 

[豊島会長] 

 それではいかがでしょう、この滝沢、よろしいですか。 

はい、では続きまして花巻農業地域、２番目の案件、商業施設が立地するということで農
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業地域から除外するという、ここも花巻市のほうの都市計画上、連続した市街化が可能な

所でポツンと１つ田んぼの中に立地するわけではなさそうですね。何かこの件についてご

意見ございますか。では、はいどうぞ。ご出身がお近くなので少し土地感を持って。 

 

[若生委員] 

 いえいえ、ちょっと遠いのです。いろいろ地域の方々からの了承を得られていることと

は思うのですが、やはり新しい大きい店舗ができていくと、もともと商店があった所とか、

その都市の中心部だった所がどうなるかという影響も考えたうえで花巻市で許可をいただ

いて進んでいることとは思うのですが、やはり将来どうなっていくかという見通しをかな

り丁寧に持っていかないと、いろいろなところの仕事とか生業に関わってくることなので、

その辺りのところの地域の方との話し合いも十分に進んだうえでの申請であるわけですね。 

 

[事務局] (及川主幹) 

 花巻市を通しても確認しておりますが、当然、既存商店街とか影響が出るということが

ありまして、花巻市としては中心市街地において、「顔づくり事業」とか「活性化イベント

事業」とかですね、そういう事業を市としても展開して商工会議所と連動して事業を展開

することによって、既存の商店街も継続維持するし、なおかつ今回できた所の施設も先ほ

どの図面でありましたけれども住宅地等が増えているようでございますので、いわゆる共

存共栄を図っていくというように市から聞いております。 

 

[豊島会長] 

 市では、そのあたりは協議のうえ了解を得ていると認識したいと思いますが、大事な視

点ですよね。ただこの審議会でそういう点は、市の協議に委ね、むしろ競合する農業地域

と都市地域、そこの競合具合をこうするというところあたりで大きな問題がないかどうか、

そのあたりがポイントになるかなと思います。この件についてはよろしいですか、はい、

どうぞ。 

 

[熊谷委員] 

 ここの土地は、私もよくわかっているのですけれども、花巻市営球場とかそれから高校

とかある辺りで、農業というよりもこれからどんどん住宅地が伸びていく所なのですね。

ですからこれはやむを得ないのじゃないかなと、私は見ながら説明を聞きながらそう思っ

て見ていましたし、先ほどの滝沢の件もですね、今度市に昇格するという意味では、どん

どん宅地化も進んでそれに対応する小学校も作らなくてはならないということもあるよう

ですから、やはりそのことも考えて民有地を買い上げてというか利用して実施するという

ことだったのではないかなと、私はそのように説明を聞いておりました。 
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[豊島会長] 

 現場情報ありがとうございます。用途地域もそのように工夫されて配置されているよう

にも見受けました。 

それでは３番目の案件、工業団地の拡大に伴って農業地域から外すという部分について、

前回の審議会でも遡上に上ったことであります、工業団地が拡大するということでありま

す。いかがでしょうか。谷あいの比較的限られた土地のようですが。はい、ではこの１番

目から３番目、都市地域と農業地域が重複する地域における、農業地域から除外するとい

う案件、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 

それでは続きまして４番目の遠野農業地域、これを拡大するという所で、現在は森林地

域になっている所を、公共牧場拡大の整備に伴ってこれを農業地域に編入するという案件

であります。はい、どうぞ。 

 

[井良沢委員] 

 途中から来ましたので申し訳ありません。説明を聞いていませんでしたので、たぶんご

説明があったと思うのですが、わからないことが２点あるのですが、かなり大きな変更、

203ha ですので大きな森林から農業地域への変更なのですが、１点目が変更後の地域区分

としては、農業地域と森林地域で２つ重なる形でかかっているのですが、これはなぜでし

ょうか。今は林地開発許可の検討をしているので当面暫定的にかけてそのうち農業になる

ということかなと思ったのですが、そういうような考えでいいのかというのが１点目と、

もう１点は、かなり急峻な場所も含まれていますので、農業地域にする際に保安林にもか

かっていますので、土砂流出防止の利用対策なども必要であれば検討されていると思うの

ですが、それは検討中ということでよろしいのでしょうか、その２点なのですが。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 まず１点目でございますが、変更後の五地域区分で、農業地域と森林地域が重複すると

いうことでございますが、これは将来的に森林地域を外すということではなく、森林地域

に農業地域を重ねて指定するということでございます。 

 

[豊島会長] 

 保安林があるから、この表記になっているというわけではないですか。 

 

[事務局] (鈴木主任) 

 特に保安林があるからということでございません。 

 

[豊島会長] 

 はい。 
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[井良沢委員] 

 ２点目は牧場開発ということだと思うのですが、急な所まで開発するようなので、それ

で土砂の流出対策みたいなのは考えられていると思うので、まあ大丈夫ですかという話だ

ったのですが。       

 

[事務局] (農業振興課 星野技術主幹兼農地・交流担当課長) 

 農業振興課の星野でございます。その牧場の整備なのですが、現況が今、実際に牧場に

なっております。ですから、新たに牧場として開発するという話ではなくて、今の牧場の

生産性を上げるように国の事業を入れるという計画になっています。 

 

[井良沢委員] 

 ありがとうございます。わかりました。 

 

[豊島会長] 

 現在その現況において、土壌浸食とか土砂流出とかそういった状況が起こっていないで

すか、わかりませんか。 

 

[事務局] (農業振興課 星野技術主幹) 

 わかりません。 

 

[豊島会長] 

はい、これから整備される時に、そのあたり留意していただきたいと思います。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 はい、わかりました。 

 

[豊島会長] 

 それではこの遠野地域の４番目の案件、お認めするということでよろしいですか。はい、

それでは５番目以降は既に林地開発許可を得て、森林ではなくなっているという所を現況

に合わせて森林地域から外すということであります。これは現況に合わせてこのようにす

るということでここについては、議論の余地はないかと、はい、どうぞ。 

 

[髙橋委員] 

 林業という立場で出席しているものですから、この森林地域の縮小案件が非常に多いな

ということで個人的には寂しい思いもするのですが、ただ１つ１つ案件としては、十分事
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前にも審議されて進めていく事案ではないかなと思います。その中で質問なのですが、資

料の一番右端の欄にいきますと、林地開発許可というのと林地開発了承という２種類で区

別されているようなのですが、この違いが何かなということが１点、そしてもう１つなの

ですが、林地からこの許可ですとか了承とか認可するにあたってのその森林の例えば性格、

生産林であるとか公益的機能があるとか、そういったものまでの性格も加味して決定がな

されているものなのかどうか、その点をちょっと教えていただきたいと思います。 

 

[事務局] (森林保全課 阿部技術主幹兼保全・治山林道担当課長) 

 森林保全課の阿部と申します。林地開発を担当しております。一番右端のところに林地

開発許可ということと了承ということがありますけれども、森林法でいう林地開発許可と

いうのは、市町村、それから都道府県、国等の公共のものについては該当しないというこ

とで、森林法以外のものになっております。ただし、私どもも森林から外すにあたって、

市町村とか国から協議していただいております。その時に協議していただいたものに対し

て了承するというような形で、森林法には関わらないですけれども協議了承という形をと

っておりますので、この了承とありますけれども、例えばダムは国交省さんであります、

一番下の紫波町さんのものについては、紫波町さんが事業主体でございましたので、こう

いうところについては、了承という形になっております。 

 それから林地開発許可にあたって、公益的な観点で考えているのかということでござい

ますけれども、林地開発を許可する基準の中には４つの基準審査項目がございまして、私

どもが定める基準をクリアしているかどうかということを確認しております。１つ目が災

害の防止、それから２つ目が水害の防止、３つ目が水源の涵養、水の確保ですね、４つ目

に環境の保全という形で、この４つの項目を審査して、全てクリアしたら許可しなければ

ならない、そういう法律でございます。非常に申請する方々にはご苦労をおかけするので

すが、何カ月かの期間をいただいて審査することもあります。私どもとしては、とにかく

災害等が出ないという形が一番かなと思っておりまして、そういうことを重点的に審査さ

せていただいて、許可または了承しているという形でございます。 

 

[豊島会長] 

 よろしいでしょうか、はい。この林地開発については、ただいまご説明がありましたと

おり、所定の条件を満たせば開発許可しなければいけないというそのスタンスなんですね。

それから確認ですけれども、ただいまのご説明の中で、外れるのは、対象にならないのは

国有林だけと思っておりますが。 

 

[事務局] (森林保全課 阿部技術主幹) 

 国有林と保安林でございます。 
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[豊島会長] 

 はい。 

 

[事務局] (森林保全課 阿部技術主幹) 

 保安林はかなり厳しい制限がかかっておりますので、林地開発のように許可しなければ

ならないということではなくてですね、できるだけ許可しないようにと言いますか伐採し

てはいけないというようにしております、林地開発許可の基準よりもかなり厳しい条件に

なります。いわゆる保安林と国有林以外のほとんどの森林は林地開発許可が必要だという

形になっております。 

 

[豊島会長] 

 はい、ありがとうございます。これから復興において、国産材の需要など大変期待され

ているところがあります。それから長期にわたってそれに対して林業の部分も応えていく

必要があると思っております。それが森林面積の動向にどう反映させていくべきか、また

いろいろなところで議論があるかと存じます。他に、いかがでしょうか。例えば５番目で

の質問は、林地開発許可が下りたのは平成 18 年ですけれども、これが今、案件として上が

ってきたというのは、許可は平成 18 年に下りたけれども例えばその土地の工場用地として

造成したのは最近であったという、そういう理解でよろしいですか。 

 

[事務局] (森林保全課 阿部技術主幹) 

 はい。例えば５番ですけれども、許可がないと開発できないわけです。ただ実際に私ど

もに申請した内容のとおりに現地ができているかどうかということを完了確認いたします。 

その時に、排水施設や沈砂池などの安全施設が適正に配置されているかということを確認

した日ということになりますけれども、例えば５番については平成 23 年 10 月という形に

なっておりますので、許可した日と今回のお諮りしているタイムラグがあるのは、そうい

う点でございます。 

 

[豊島会長] 

 はい、わかりました。チェック、確認が数年後になることもあるということですね。そ

れでは５番目以降について、現況を反映したということでよろしいでしょうか。はい、そ

れではこの件について、他にどなたかご意見ございますか。はい、どうぞ。 

 

[山本委員] 

 ８番は当町の場所なのですが、ここですね、私も問題はないと思っているのですが、名

前なのですが、馬淵川上流地域森林計画になっていますがここは確か雪谷川というか新井

田川じゃないかと思いますが、これは大きなくくりでこのように馬淵川になっているので
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すか。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 これはですね、国でこういう流域名でつけているものですから、細かく見れば雪谷川と

かそのようになるかもしれませんが、計画区としては馬淵川流域と、これは青森の方まで

含められる広域の流域名になりますので、そういうことでこの名前になっております。 

 

[豊島会長] 

 逆に言うと個別の、例えば新井田川の計画という名称はないのですね。 

 

[事務局]（森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 はい、ありません。 

 

[豊島会長] 

 これ１本ですね、馬淵川。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 はい、馬淵川としてはそうです。 

 

[豊島会長] 

 はい。他に、はいどうぞ。 

 

[坂本委員] 

 馬淵川つながりですけど、13 番の葛巻町のところですね、隣町なものですからいつも関

心があるのですが、この草地になっているのはだいぶ前にできて、これは利用目的は何か

牧場とかそういうことなのでしょうか。遠野とか葛巻が農地とか決まっている、これはた

だ草地と書いてありますけれど、些細なことですけれど、それは何のために使う草地なの

か知りたいのですが。 

 

[事務局] (森林保全課 阿部技術主幹) 

 草地ということですから、もちろん畜産のためだというように考えております。 

 

[坂本委員] 

 もう現に使って牧場になっている所を今回認めるかどうかということなのですね。 

 

[事務局] (佐藤主査) 
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 はい。採草地としての利用ということで聞いております。 

 

[坂本委員] 

 民間の方がやってらっしゃる。 

 

[事務局] (佐藤主査) 

 はい、協同作業組合ということで。 

 

[坂本委員] 

 そうですか。はい、ありがとうございます。 

 

[豊島会長] 

 はい、それではこの森林の地域の減少という案件、これもお認めいただけますでしょう

か。はい、ありがとうございました。現地などの情報も含めてご意見頂戴いたしまして大

変参考になりました。それでは、ただいまご審議いただきました「岩手県土地利用基本計

画（計画図）の変更について」、当審議会として原案を適当と認める旨を知事に答申するこ

とといたします。ありがとうございました。 

 

６ その他                                     

[豊島会長] 

 それではその他に移りますが、森林に関する情報提供について、森林整備課からお願い

いたします。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 （森林に関する情報提供について説明） 

 

[豊島会長] 

 はい、ありがとうございました。森林に関しての法の改正及び留意点など、ご説明いた

だきました。ご質問ございますか。はい、どうぞ。 

 

[若生委員] 

 すみません。今の説明というより、一番最初に遡っての資料 No.２のところにも関わるこ

となのですが、森林のところの説明で今出てきた地域森林計画の策定により数値の見直し

によって森林が減少したという説明がちょっと意味がわからなくて、その計画によって森

林整備が進んで現況が質的に向上することはあっても、森林面積は変わらないのではない

かなと思っていましたので、ここに書いてある説明と今のお話のところがちょっと噛み合
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わないので教えていただきたいです。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 地域森林計画の編成は５年に１回、先ほどお話したように県内の５つの地域について、

５年に１回編成しているものです。その間、先ほどの案件のように林地開発で開発される

とか、あるいは道路ができたりいろいろありまして、５年毎に編成をしているとどうして

も面積の出入りが生じます。 

基本的には森林でなくなっていくことが多いわけなのですが、以前、大学が法人化され

たときに岩手大学の持っている森林が国有林から民有林に編入され、結構まとまった面積

が民有林の面積として増えたことはありますが、基本的には開発行為でほとんどの場合は

少しずつ減っている。これが地域ごと５年に１回となりますので、どうしても凸凹が出て

くるということになります。 

 

[若生委員] 

 まとまって数字として表れてきたので、結果的に減ったように見えるということですね。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 そうですね。５年に１回まとまった地域の面積が異動しますので。 

 

[豊島会長] 

 はい、どうぞ。 

 

[髙橋委員] 

 ５流域の計画というのは、一度に５流域を計画するのですか。それとも毎年１流域ずつ

計画するものでしょうか。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 基本的には１流域ずつ毎年計画を見直すのですが、昨年度は森林法も変わって、全国森

林計画が変更されたために、昨年は全県一斉に変更しております。そういうことがない限

りは、基本的には毎年１つずつ順繰りに計画を編成しているという状況です。 

 

[髙橋委員] 

 そうすると先ほどの資料２の数字が、23 年度は久慈・閉伊川流域の変更によるものとい

うようになっていますが、これは実は全流域が絡んできているということではないのです

か。 
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[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 面積が変更されるのは、編成のときに５年間分のいろいろな開発許可とか、そのような

ことで面積が減ったりとか、１流域ずつしか面積的には変更しません。今年は北上川中流

流域を編成しているのですが、面積の増減は、１流域毎の面積の増減が反映されるという

形になります。 

 

[髙橋委員] 

 そうすると基本的には毎年１流域毎の計画が見直されていく、ということでいいですか

ね。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

はい、そういうことになります。 

 

[髙橋委員] 

 すみません。もう１件、別件なのですが。 

 

[豊島会長] 

 はい、どうぞ。 

 

[髙橋委員] 

 後ろのページで「いわての森林づくり県民税」と「いわて環境の森整備事業」について

なのですが、おそらく年間７億円ほどの事業で５億円で間伐をしていると聞いております

が、この間伐した材の利用について個人的にずっと気になっているのですが、よく岩手県

内を車で移動しておりますと、間伐した材が１ｍの長さに切って積まれて腐っていくので

はないかなと非常に危惧するのですが、今後、岩手県でもバイオマス発電等いろいろな木

材の今まで使っていなかった未利用材を有効に使えていけるのではないかなと可能性があ

る中で、この事業によって出てくる間伐材の利用の可能性がでてくるのか、それがうまく

活用できれば緑のサイクルみたいなものがやっと、この県民税で完成するのではないかな

というように思うのですが、いかがでしょうか。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 県民税での森林の整備については、基本的に整備があまり進んでいなかった山、木を出

しても経費がかかって結局赤字になってしまうというような山が、原則として採用されて

きました。 

実際に森林所有者の方たちが整備した山を見ると、伐採木を利用できず、もったいなか

ったという話がよく出てきております。現在は県民税事業である程度の木材の利用につい
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ては、以前のようにただただ切り捨てて、棚にして置いておいてくださいということでは

なく、出して使う分には構いませんという形で対応しております。 

中には、搬出して、実際に販売されている方もいますし、これからはなるべく活用して

いただけるものは活用した方が良いと考えています。 

ただ、現在の森林整備事業では、搬出間伐を前提とした補助事業が進められているので、

採算的に合うような森林は森林整備事業でやるべきと考えております。 

 

[豊島会長] 

 髙橋委員、よろしいですか。 

 

[髙橋委員] 

 おそらく県民税を使って整備したということで、伐採された木材の所有権は山の人のも

のだと。ですので、おそらく強制的に出せとはいえないことですし、所有者さん達に働き

かけるといいますか有効活用しましょうといった活動というのも必要なのかなと思ってお

ります。 

 

[豊島会長] 

 はい、それでは若生委員、どうぞ。 

 

[若生委員] 

 県民税のほうは事業評価委員として何年か加わって見させていただいていて、その中で

やはり今出た「切り出したままの木がもったいないのではないか」という声がずっと出て

いて、数年前からそれのモデル的な利活用という事例が何件か出ています。 

例えば被災地の沿岸の「いかだ」に、出る材によって細いので比較的まっすぐだったら、

養殖用にとかその用途に応じて後はバイオマスみたいに何か利用できるというのに丁度い

いのはそちらにというように、いくらかのそれぞれに応じたモデルというのが出てきてい

ます。 

切り出すまでは県民税で切るまではできるのだけど、その搬出となると持ち主の人の収

益になってくるという部分も関わるので、そこまでは県民税ではできないのでというあた

りをさきほど出てきた地域全体の森林法で、地域の森林をどう活用していくかという点に

繋がってくるといいなということで、森林税を進めてきている中で、地域の山主さんと土

地の森林組合さんとの繋がりが非常に良くなってきていて、地域の森林を見る目というの

がやはりずいぶん変わってきているように思います。 

今おっしゃったみたいに、県民税だけではなく、だったらこっちと組み合わせてという

ような可能性というか視点が、これから広がってくるというか深まってくるのではないか

なと思いながら今のお話を伺っていました。 
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[髙橋委員] 

 情報はどんどん伝えてあげるのがいいかなと思いました。 

 

[豊島会長] 

 山主さんが、自分の山に目を向けるような呼び水になってくれることを、この制度は大

いに期待していますけどね。はい、長澤委員。 

 

[長澤委員] 

 はい、ちょっとお聞きしたいのですが、私は森林の問題についてはほとんど問題認識が

低くてよくわからなかったのですけれども、手入れが行われなくてかなり整備事業に予算

が費やされているということになると、今情報提供いただきました一部改正する法律の中

で新たに所有する人が届出を義務付けられているというのが、目的は外国資本による買占

めの防止というのが主だと思いますけれども、例えば義務付けるときに、維持管理の計画

みたいなものとか、管理していくだけの能力があるのかとか、そういった資格審査みたい

なものも含めて義務付けられるということはお考えになっているのですか。 

 

[豊島会長] 

 いかがでしょうか。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 先ほどお話した、森林経営計画という制度がありまして、これは森林所有者が山をこれ

からどのように手入れしていくかということを前提に、いろいろと計画を作られるわけで

すが、全ての森林所有者の方が作成しているものではなく、義務化もされておりませんの

で、そういう意味では本当に山に全く関心がなくなっている方とかは、自分の家の山がど

こにあるかもわからないとか、どういう状態になっているのか一度も見に行ったことがな

いという方もいらっしゃると思います。 

いずれ、新たに森林の所有者となった方の提出制度は、昨年から法律で義務化されたこ

とをいろいろと広報はしているのですが、はたしてどれだけの人がこれを分かっているの

か、ちょっと心配なところはあります。 

自分の山の計画を作るときになって初めて、いろいろと山の今後のことを考えられると、

森林所有者の届出制度では、その森林の施業や維持管理をどうするというところまでは義

務になっているというものではありません。 

 

[長澤委員] 

 そういう形で少し法的にも細やかに整備していただけると、今持っている方にも義務付
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けが及ぶように規則が広がるといいのかなと思いますけれども。意見です。はい、ありが

とうございました。 

 

[豊島会長] 

 はい、どうぞ。 

 

[熊谷委員] 

 先ほど保安林の件のお話を聞きましたけれども、国有林の中での保安林であれば、国の

中ですからいろいろな規制があっていいかなと、いいかなというのも失礼ですけど、問題

ないでしょうけれども、民有林の中での保安林というものに対しての対処の仕方、ここの

分は保安林地域です、砂防ダムができたので保安林地域ですよといって指定されてしまう

ともう、それを伐採するにも何するにもすごく面倒な措置方法が出てくるということで、

その保安林というものの税対策とかなんかもあるのか。 

それからもう１つ、今騒いでいる松くい虫ですね、本当に伐採して早く処理しなければ

大変だということを虫みたいなのは春になって飛び出すのですから、ただ葉っぱを切ると

かいう問題ではなくて、根から切ってやらなければ、どんどん広がっていくという状態な

ものも例えば森林整備資金の中でやれるのか。松くい虫になってしまうともう個人負担で

切りなさい、処理しなさいという状態なのですね。そうなってしまうと面倒だと。 

先ほど森林のお話で、山を持っている人たちのお話もあったのですが、今山の木があま

り高くない状態で毎年毎年伐採をしながら手入れをしていくということは、やはり山を持

っている人たちには大変なんです。何百年という投資をしているような株券買ってもいつ

当たるかわからないというような状況と同じですから、やはり山というのは国の、それこ

そ財政というのですか、そういうものを注入しながら自然災害も防いでいくという意味で

は何とかそういう手立てが必要なんじゃないかなと。若い人たちはもう山には一切関係と

いうんですか、興味を示さないんですね。 

私は紫波町で２回も山火事になりました。１回焼けて、保険もらった時はまず２回目植

える気力もできたのですけれど、だんだん何もなくなってくると、本当に何かで儲からな

ければ山にまで投資するという人がいなくなったんですね。やはりそういうことを考える

と、県税とか何かいろいろ使うということもありますけれど、もっと森林組合が所有者に

対してこういうものがあるんだよという説明がはっきりなされなければ、活きていかない

のではないかなと思いますけれども。 

 

[事務局]  (森林保全課 阿部技術主幹) 

 保安林の件でご意見いただきましたけれども、確かに保安林、先ほど厳しいというお話

をしましたけれども全然切れないということではございません。申請いただければ切れる

森林もかなりございますので、そこは県の出先等にご相談いただければと思います。それ
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から何か優遇措置がないのかということですけれども、固定資産税が免除されます。相続

税の方も軽減措置が、手元に資料がないのですが軽減措置があるように確か私の記憶では

ありました。 

 それから松くい虫について、もし保安林で松くい虫が起きたらどうなる、切れるのかと

いう話ですけれども、実はこの間ですか、県でも松くい虫がこれから出ようというような

地域に指定されている所であれば、申請だけで切れるようにしようという手続きを進めて

おりますので、保安林のおかげで松くい虫が広がったというようなことが無いように、検

討しております。 

 

[事務局] (森林整備課 佐々木計画担当課長) 

 松くい虫の事業ですが、基本的に被害材については、公費でほとんど所有者が負担なく

処理をする仕組みにはなっています。ただ、庭先、庭木のアカマツとかは個人負担という

ことになるかもしれません。山にあるアカマツの松くい虫被害材は、いろいろな防除事業

がありますので、そちらの方で処理されることになろうと思います。 

 

[豊島会長] 

 そういった、いろいろな情報、特に今ご指摘のありました、森林組合等を通してきめ細

かに伝達されればいいなと思います。他にございますか。はい、どうぞ。 

 

[山本委員] 

 質問というよりは要望なのですが、２ページの被災地の復興整備協議会、この件に関し

まして今被災地では大変、私も首長さんからいろいろお話は聞いているのですが、なかな

か許認可の件で、特区の指定はされているようですが特に発掘調査等ですね、なかなか進

められないということで移転が思ったようには進んでいないようでございます。 

ですから、何百年、千年に１回のこのような震災ですから、もっと思い切った特区です

ね、もちろん県の許認可であればスムーズにやっていただきたいのですが国との関わり、

あるいは他の部署、教育委員会とかですね、部署に関しましても何か特例措置をして早く

復興が進むようにご配慮いただきたいというように思います。 

 

[豊島会長] 

 事務局で、それに対して何か現段階での方向などありますか。特に埋蔵文化財の発掘調

査の件など。 

 

[事務局] (復興局まちづくり再生課 伊藤特命課長) 

 復興局まちづくり再生課の伊藤と申します。お世話になっております。埋蔵文化財の調

査についてということですが、現状を申しますと、これについての特例というのは特にご
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ざいません。そういうことで事業が遅れているということについて沿岸の市町村の方から

もいろいろと要望が出ているところですが、今の対策としては教育委員会の生涯学習文化

課というところが直接の担当ということになりますけれども、まずは発掘調査に必要な人

員、調査員の方を増やすということでその対応にあたっていただいております。 

そのために県内ですと、内陸の市町村からの応援、また文部科学省を通じて全国からそ

ういった調査員の支援をいただいて調査体制を整備しているということで、その対応にあ

たっていただいているというところでございます。 

市町村では、復興整備事業の実施スケジュールに合わせまして、事前にと言いますか、

埋蔵文化財の包蔵地等が入っているところはできるだけその計画から外すような形で事業

の計画等進めているところですが、用地の確保あるいは移転先等の確保にあたっては、ど

うしてもそういう場所にかかる場合もあります。そういう時は、復興事業のスケジュール

の中で埋蔵文化財の調査等も含めて、スケジュール調整を図りながら事業を今進めていた

だいているという状況でございます。 

 

[豊島会長] 

 はい、どうぞ。 

 

[山本委員] 

 今ですね、極端に調査員が不足しているそうなんですよ。うちの役場もそうですけれど

も、やはり平泉さんとかですね、いろいろ史跡のあるそういった特定の所しか調査員は来

ませんし、それから県とか平泉さんの OB の方々は結構おるのですが、そういった方々に

もう１回参集いただくとか大学と連携するとか、他の地域から調査員を呼んでも１年限り

とか短期間の雇用だとなかなかそれも応じていただけないというような事情もあるようで

ございますので、部署は違うと思いますがそういったこともいろいろ現場の方では悲鳴と

申しますか言っておりますので、何とか善処していただければと思います。 

 

[豊島会長] 

 はい、ありがとうございます。それでは南委員。 

 

[南委員] 

 復興と関係してなのですけれども、津波災害で地盤沈下の起こった所と、その後、危険

区域の指定が今いろいろな形で動いていますけれども、個別の法とか都市計画法、建築基

準法の方でフォローされていくのかと思いますが、国土利用審議会というか、国土利用の

面からも危険区域指定の話だとか、災害の復興に伴う土地利用のことは少し追っかけてい

くことをぜひやって欲しいなと思うのです。 

被災前の何年か前の国土利用審議会なのですが、その中で今の国土利用の計画を作って
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いく時にも、実は議論があったんですよね。防潮堤の外にも家が出ていっている状態で、

そのことに対して規制はかけるのはその時点では難しいという話をこの国土利用審議会で

もしておりました。 

今はこういう状態になって具体の建築規制なり、災害の区域規制が入ってきますから、

そのことをしっかりと国土利用として押さえるということからも、復興を一つ支えること

ができるようにも思うのです。ぜひできればそういう形をとっていただければなと思いま

す。意見ということです。 

 

[豊島会長] 

 そうですか。そういうことがありましたか。それは所定の議事というよりは、何か情報

提供があって建築とか都市計画サイドから情報提供があって、意見が述べられたというこ

とですか。 

 

[南委員] 

 いえ、具体に、私覚えておりますけれども、国土利用計画を議論したときにそういう災

害に対する対策、津波防災として話が出ておりました。議事録を見るとどこかに残ってい

るのではないかと思います。 

 

[豊島会長] 

 そのあたりもぜひ、必要に応じて盛り込んでいただきたいと思います。他にございませ

んか。はい、それでは時間も結構過ぎておりますので、それではここで今後の会議の開催

予定について、事務局から説明をお願いします。 

 

[事務局]（及川主幹） 

 それでは、次回の審議会の開催でございますが、現時点では１年後の来年の１月下旬頃

を予定しております。ただ、臨時案件とかもしあれば、その時点で委員の皆さまと日程調

整したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

６ 閉 会                                    

[豊島会長] 

 はい、これで終了としたいと思いますが、皆さまから何かございますか。 

 無いようですので、それでは本日の第 56 回岩手県国土利用計画審議会、これをもって終

了といたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 


